
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税改正と源泉所得税                  

Ｑ：消費税率が改正になりましたが、源泉

所得税はどのような取扱いになるのですか？ 

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】 

消費税率の改正に伴う源泉所得税の課税標

準額は次のように取り扱われます。 

 ①給与所得等に対する源泉徴収 

  給与等が物品又は用役などにより支払われ

る場合において、その物品又は用役などの

価額に消費税及び地方消費税の額が含まれ

ているときは、その消費税及び地方消費税

の額を含めた金額が給与等の金額となりま

す。 

 ②非課税限度額の判定 

  食事などの経済的利益の非課税限度額の適

用に当たっては、その経済的利益につき、

所定の評価方法により評価を行った金額か

ら消費税及び地方消費税の額を除いて判定

を行います。この場合において、10円未満

の端数が生じた場合には、これを切り捨て

ます。 

 ③報酬・料金等に対する源泉徴収 

  報酬・料金等の源泉徴収の対象となる金額

は、原則として、消費税及び地方消費税の

額を含めた金額となります。ただし、報酬・

料金等の支払を受ける者からの請求書等に

おいて報酬・料金等の額と消費税及び地方

消費税の額が明確に区分されている場合に

は、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対

象とする金額とすることもできます。 
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